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伊津野 重 満 』

   Article Nine of the Japanese Constitution and the Issue of 

         Dispatching Self-Defense Forces Overseas 
         - with special refernce to the Gulf Crisis 

                  Shigemitsu Itsuno 

  The view of the present Japanese government is that Article 9 of the Japanese Constitu-
tion means that only when an armed attack occurs against Japan may the Japanese self-de-
fense forces take military action according to the inherent right of self-defense. In fact, 
however, Article 9 seems to forbid dispatching forces overseas for the purpose of partici-
pating as a unit of United Nations Forces exercising the right of collective self-defense for 
other countries. 

  In the case of the Gulf Crisis it was generally uncertain whether or not the Constitution 
forbids dispatching forces overseas. The multinational force used in that crisis was of 
course not a formal United Nations force operating in accordance with Article 42 of the Un-
ited Nations Charter. Insofar as the Japanese Constitution forbids dispatching forces over-
seas even as a unit of United Nations Forces, it seems clear that Japan is also legally un-
able to dispatch forces overseas to become a unit of such a multinational force. 

  We must admit, however, that there are apparent differences betwen "war" and the "en-
forcement actions" taken by the Security Council. The war that Japan forever renounces in 
the postwar Constitution is hostile activities between nations, which refers to the type of 
relations prevalent in- earlier times when waging war against other nations as a sovereign 
right not yet forbidden as a means of settling international disputes. In contrast, the en-
forcement actions taken by the Security Council in accordance with the United Nations 
Charter are enforcing the law against an aggressor nesponsible for violating international 
law. It can be argued that, theoretically speaking, the Constitution does not renounce such 
international enforcement actions.
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 From a constitutional point of view, what obstacles are there to dispatching self-defense 

forces overseas to become a unit of United Nations Forces? This article examines that 

question from a legal perspective.

1イ ラクのクウェー ト併合に対する安全保障理事会の対応

2憲 法第9条 の解釈

(1)国 権の発動たる戦争

(2)国 際紛争 を解決する手段 としての戦争

(3)国 の交戦権

3無 差別戦争観念の台頭

4国 連軍

5国 際連合の強制行動 と戦争観念

6湾 岸危機における多国籍軍の法的性格

1イ ラクのクウェー ト併合に対する

安全保障理事会の対応

1990年8月2日 未 明,イ ラ ク軍 約10万 人 が

戦 車 な ど350輛 を先 頭 に ク ウ ェ ー トに侵 攻 し,

約9時 間 で ク ウ ェ ー ト全 土 を完 全 制 圧 した 。

ジ ャ ビル 首 長 らは,ヘ リ コ プ ター で 隣 国 サ ウ

ジ ア ラ ビ アへ 難 を逃 れ た 。

ブ ッ シ ュ米 大 統 領 は,同 日,イ ラ クの ク ウ

ェ ー ト侵 攻 を非 難 し,イ ラ ク,ク ウ ェー トの

資 産 凍結 を発 表 す る と と もに,ペ ル シ ャ湾 岸

に6隻 の 艦 艇 派 遣 を 決 定 した。

また 同 日,ア メ リカ は 緊 急 安 全 保 障 理 事 会

の 開 催 を要 求 し,同 理 事 会 は 決 議660を14対

0,投 票 不 参 加1(イ エ ー メ ン)で 採 択 した 。

同決 議 は,次 の よ う に述 べ て い る。

安 全 保 障理 事 会 は,

1990年8月2日 の イ ラ ク軍 に よ る

ク ウ ェ ー ト侵 攻 に驚 愕 し,イ ラ ク の

ク ウ ェ ー ト侵 攻 に関 し国 際 の 平 和 及

び 安 全 の破 壊 が 存 在 す る こ と を決 定

し(Determingthatthereexistsas

breachofinternationalpeaceand

securityasregardstheIraquiinva一

sionofKuwait),国 連憲章第39条 及

び第40条 の下で行動 し,

1.イ ラクのクウェー ト侵攻を非難

し,

2.イ ラクが1990年8月1日 に駐留

させていた位置までそのすべての

軍隊を即時かつ無条件 に撤退 させ

るよう要求 し,

……省 略……

欧州共同体は,8月4日 ローマで緊急会議

を開催 し,イ ラク及びその占領下にあるクウ

ェー ト産原油の輸入禁止,イ ラクへの武器輸

出禁止,EC域 内にあるイラク,ク ウェー ト

資産の凍結などを即時実施することを決定 し

た。

わが国政府 も,8月5日 イラク,ク ウェー

トからの石油輸入禁止,両 国への輸出禁止,

両国との資本取引の停止,イ ラクへの借款供

与禁止などの経済制裁措置を決定した。

8月6日 安全保障理事会は,「 国連憲章第

7章 の下で行動」することを明らかに し,

「イラクがこれまで安全保障理事会決議660 ,

第2項 に服 しなかったことを決定 し」(第1

項),「 その結果,イ ラクに決議660第2項 の
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服従 を確保するため並びにクウェー トの合法

政府の機能を回復するために,次 の措置をと

ることを決定する」(第2項)と して,経 済

制裁措置をとる旨の決議661を 採択 した(13

対0,棄 権2(キ ューバ,イ エーメン)。

8月9日 安全保障理事会は,イ ラク全軍の

即時かつ無条件の撤退を再度決定するととも

に,「 イラクによるクウェー ト併合は,ど の

ような形式 どのような口実をもってしても法

的妥当性がなく,無 効 と思料 されるものであ

ることを決定 し」(第1項),「 すべての国,

国際機関及 び専 門機関に対 してかかる併合を

承認 しないよう,並 びに,併 合の間接的承認

と解されるようないかなる行為或いは措置 も

慎 しむ よう要請する」決議662を 全会一致で

採択 した。

8月6日 ブッシュ大統領は,米 空軍機や陸

軍空艇師団約4000人 のサウジアラビア派遣 を

命令 し,ま た,周 辺海域に空母3隻 を含む50

隻の艦艇派遣 を命 じていた。

8月8日 に,イ ラクはクウェー ト併合を公

式に声明 した。クウェー トは,本 来イラクの
一地方であ ったが,植 民地時代 に列強が住民

の意思を無視 して国境線を画定していたので,

今次の行動でそれを是正 したと主張 した。8

月29日,ク ウェー トをイラクの19番 目の州 と

する大統領命令 を布告 した。

8月25日 安全保障理事会は,厂 決議661で 国

連憲章第7章 の下で経済制裁 を課すことを決

定」 していることを前提に,ク ウェー ト政府

に協力 し該地域 に海軍力を展開している加盟

国に対 して,安 全保障理事会の権威の下に,

船舶の積荷及び目的地を検査 し確認するため

すべての船舶を停止 させ,並 びに,経 済制裁

の厳格な履行を確保するのに必要な措置を行

使 することを要請する」(第1項)な どの決

議665を 採択 した(13対0,棄 権2(キ ュー

バ,イ エーメン)。

アメ リカは,安 全保障理事会決議661で 決

定 した経済制裁決議 に基きイラクに対する経

済制裁 を実効的ならしめるため限定的な武力

行使 の権利 を主張 していたが,イ ギリスが同

調 したのみでソ連邦,カ ナダ,フ ィンランド,

マレーシア,キ ューバが武力行使 には新たな

決議が必要であると主張 していたので,か か

る決議が採択 されたのである。

10月29日 には,安 全保障理事会 は,ク ウ

ェー ト及び第三国並びにこれらの国の国民と

法人 についてイラクのクウェー ト侵攻 と違法

な占領の結果生 じたすべての損失,損 害及び

権利侵害に対 してイラクは責任がある旨の決

議674を 採択 した(13対0,棄 権2(キ ュー

バ,イ エーメン)。

ブ ッシュ大統領は,11月8日,中 東地域 に

米軍 を増強する旨を発表,こ れによって既 に

同地域で展開している23万人の米軍に20万 人

が加 わることになった。イラクは,か かる米

軍の増強に対処するため,ク ウェー トへ25万

人の軍隊派遣 を決定 した。

11月29日 安全保障理事会で,フ ランス,ソ

連邦,イ ギリス,ア メリカ,カ ナダ,ル ーマ

ニ アが発議国 とな り,決 議678を12対2(キ

ューバ,イ エーメン),棄 権1(中 国)で 採

択 した。この決議が所謂武力行使容認決議で

ある。同決議は,次 のように述べている。

安全保障理事会は,

第1項 イラクが決議660(1990)

及びそれに続 くすべての関連決議に

完全に服するよう要求 し,か つ,同

理事会のすべての決定事項 を維持 し

ている間,温 情の猶予 としてイラク

に対 し最後の機会を与えることを決

定する。

第2項 イラクが1991年1月15日

まで第1項 で定めたように前記決議

を履 行 しない場合 には,決 議660

(1990)及 びそれに続 くすべての関

連決議 を維持するため,当 該地域に

おける国際の平和及び安全 を回復す

るために必要 なあ らゆる手段(all
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necassarymeans)を 行使 す るこ と

をクウェー ト政府 に協力する加盟国

に許可する(authorize)。

第3項 すべての加盟国に対 して

本決議第2項 に従 ってとられる行動

に対 して適切な支持を与えるよう要

請する。

第4項,関 係当事国に対 して決議

第2項 及び第3項 に従ってとった行

動の進展につき定期的に本理事会に

通知 し続けるよう要請する。

アメリカが主導する所謂多国籍軍に対 して

ソ連邦は国連軍の創設を提唱 したが(1),国

連軍の結成には時間がかか り現実的でないた

め,武 力行使の目的を限定 し,規 模 を最小限

にとどめることで妥協 したいといわれる(2)。

1991年1月12日,前 記安全保障理事会決議

で定められたイラク軍撤退期限最終日の3日

前に,米 上下両院はこの安全保障理事会決議

を実施するために武力行使権限をブ ッシュ大

統領 に与える旨の決議 を成立 させた。

か くして,1月17日 米軍機を主力とする多

国籍軍空軍機2500機 がイラク戦略拠点に対 し

て空爆 を行った。米軍総兵力は,最 も多い時

期には,ベ トナム戦争を凌 ぐ54万入に達 した

という。

多国籍軍の攻撃 によりイラク軍は撤:退を余

儀iなくされ,1991年2月27日 クウェー トは解

放 された。

公式の戦闘終結は,.安 全保障理事会が1991

年4月3日 に提示 した決議687を イラク外務

大臣が同年4月6日 付でその名 において受諾

す る旨の書簡(3)を 国連事務総長及び安全保

障理事会議長宛に提出する形で行われた。

現在,ク ウェー ト領内 とイラク領内双方 に

国 連 イ ラ ク ・ク ウ ェー ト国 境 監 視 団

(UNIKOM)が 配備についている。

2憲 法第9条 の解釈

わが国の憲法第9条 は,全 体 として侵略戦

争 は 勿 論 の こ と,自 衛 の た め の 戦 争 を 行 う こ

と も 禁 止 し,ま た,自 衛 権 行 使 の 目 的 で あ っ

て も,陸,海,空 軍,そ の 他 の 戦 力 を 保 持 す

る こ と を 明 白 に 禁 止 し て い る 。

マ ッ カ ー サ ー 憲 法 と も い わ れ る わ が 国 憲 法

の う ち 戦 争 の 放 棄 に 関 す る 英 文 規 定 の 起 草 過

程 で は 種 々 の 表 現 が 用 い ら れ て い る け れ ど も,

そ れ ら の い ず れ に よ っ て も あ ら ゆ る 種 類 の 戦

力 不 保 持 と 自 衛 の た め の 戦 争 を 含 む す べ て の

戦 争 を 放 棄 し て い る こ と は,疑 問 の 余 地 の な

い も の で あ る 。

昭 和21年2月13日 総 司 令 部 か ら 政 府 に 対 し

て 非 公 式 に 示 さ れ た 英 文 の 憲 法 第8条(4)で

は,以 下 の よ う に な っ て い た 。

"W
arasasoveraignrightofthenationis

abolished.Thethreatofuseofforceisfore-

verrenouncedasmeansforsettlingdispute

withanyothernation.Noarmy,navy,air

forceorotherwarpotentialwilleverbeau-

thorizedandnorightsofbelligerencywill

everbeconferredupontheState."

ま た,政 府 と総 司 令 部 と の 非 公 式 会 談 の 結

果,修 正 さ れ て,日 本 政 府 が 昭 和21年3月6

日 に 発 表 し た 憲 法 改 正 草 案 要 綱 第9条 で は,

以 下 の よ う に な っ て い た 。

"W
ar,asasovereignrightofthenation,

andthethreatoruseofforce,isforeverabo・

Iishedasameansofsettlingdisputewith

othernations.Themaintenanceofland,sea,

andairforce,aswellasotherwarpotential,

andtherightofbelligerencyofthestatewill

notberecognized."

憲 法 第9条 の 解 釈 に つ い て は こ れ ま で 輸 じ

尽 ぐ さ れ て き た 観 が あ る が,本 稿 で は そ の 目

的 で あ る 海 外 派 兵 と の 関 連 で 論 点 の 要 約 的 解

釈 を 行 っ た 上 で,湾 岸 危 機 に つ い て 考 察 を 試

み る も の で あ る 。

(1)国 権 の 発 動 た る 戦 争

憲 法 第9条1項 が 放 棄 し て い る の は,「 国

権 の 発 動 た る 戦 争 」(warasasovereign
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rightofthenation)す なわち 「国家の主権的

権利 としての戦争」であ り,「国際紛争 を解

決する手段 として」(asmeansofsettlingin・

ternationaldispute)の 戦争である。

1920年 国際連盟が発足 し,1929年 には不戦

条約が効力を発生 し,更 に1945年 には国際連

合が設立され,戦 争 ない し武力行使が違法化

されてきた。このような系譜を経て普遍的 に

戦争が違法化されてきた今 日においてわが国

の憲法は,国 際社会が未組織で他国に対 して

戦争 に訴えることが自由であった無差別戦争

観念の支配 していた時代の 「国権の発動たる

戦争」とい う古典的な観念の表現を取 り入れ

た。

ローターパク トによれば,戦 争 とは 「互い

を打ち負かす 目的で,ま た,勝 者が欲する平

和条約条件を課す目的で,2も しくはそれ以

上の国家 間の軍隊 による戦闘である(5)」と

する。戦争がまだ違法化 されずにいた未組織

な国際社会においては,国 家間の戦闘は対等

者間の戦争 として,第 三国はこれに参戦す る

ことも自由であ り,或 いは,戦 争の局外に立

って中立を維持することも自由であった。戦

争の局外に立 とうとする国は,交 戦当事国の

いずれに対 しても軍事的支援 を行わず,両 交

戦国に対 して公平義務を維持することによっ

て,中 立国の地位 にとどまることができた。
厂国権の発動 たる戦争」 とは

,上 述のよう

に国家が必要と判断するときには自由に戦争

に訴えることがで きた時代の呼稱である。国

家が国際法上戦争を行 う権利を有 している と

いうことについて,そ れを否定する説がある

が,主 権独立の国家は他国に対 して戦争 に訴

えることが禁止されていなかったという意味

で,国 家の交戦権 と呼稱 されたのである。こ

のことは,神 学者達による正戦学説の主張に

もかかわらず,実 定法上は無差別戦争観念が

支配 してきた時代の沿革を見れば納得できる

ことである。

わが国の憲法が 「国権の発動たる戦争」を

放 棄 した こ とに よっ て侵 略 戦 争 が 禁 止 さ れ た

こ とは 当 然 で あ る が,自 衛 の た め の 戦 争 まで

放 棄 され たか 否 か は 定 か で は な い 。 国 権 の発

動 以 外 の 戦 争 が あ っ て,そ の よ うな 戦 争 は放

棄 され て い な い とい う意 味 で は な く,戦 争 は

す べ て こ の 中 に含 まれ て い る と解 す る説 が あ

る が(6),国 権 の発 動 た る 戦 争 に 自衛 戦 争 が

含 まれ る と解 す る 明確 な根 拠 が あ る とす る こ

の よ う な見 解 に疑 問 が も た れ る 。

(2)国 際 紛 争 を解 決 す る手 段 と して の 戦 争

また 憲 法 第9条1項 で わが 国 が 禁 止 して い

る 「国 際 紛 争 を解 決:する手 段 と して 」 の戦 争

とい う表 現 は,不 戦 条 約 第1条 に同 様 の表 現

が 見 られ る 。 同 条 に は 「国 際紛 争 解 決 ノ為 戦

争 二 訴 フ ル コ トヲ 非 ト シ」(they(theHigh

ContractingParties)condemnrecoursetowar

forthesolutionofinternationalcontrover-

sities)て,こ の 条 約 の 締 約 国 す べ て が 自衛

戦 争 を除 き侵 略 戦 争 を放 棄 した 。 当 時 地 球 上

に存 在 して い た 殆 どす べ て の 国63か 国 が この

条 約 の締 約 国 と な っ て い た の で あ るか ら,侵

略 戦 争 の違 法 化 は普 遍 的 な もの に な っ た の で

あ る。

わが 国 の憲 法 が 禁 止 して い る 「国 際 紛 争 を

解 決 す る た め の 手 段 と して」 の 戦 争 に 自衛 戦

争 も含 まれ る とす れ ば,不 戦 条 約 の 締 約 国 す

べ てが 自衛 戦 争 を も放 棄 した こ と に な る が,

これ は事 実 に反 す る。

した が って,わ が 国が 禁止 して い る 「国 際

紛 争 を解 決 す る手 段 と して の 戦 争 」 は侵 略 戦

争 の み を指 し,自 衛 戦 争 が含 まれ て い な い こ

とは 明 白で あ る。

以 上,憲 法 第9条1項 か ら明 らか な こ と は,

わが 国 が侵 略 戦 争 を行 う こ と を禁 止 した こ と

で あ る 。 自衛 戦 争 ま で 禁 止 したか 否 か は1更

に検 討 を要 す る。

(3)国 の 交 戦 権

憲 法 第9条2項 で は,「 国 の 交 戦 権(the

rightofbelligerencyofthestate)は,こ れ を

認 め な い 」 と規 定 して い る。
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国の交戦権については,国 家が戦争 を行 う

権利,国 家が交戦国として国際法上有する権

利及び前二者を共に指すとする説がある。

国の交戦権を国家が戦争 を行う権利 と解す

れば,第1項 で国権の発動たる戦争を既 に放

棄 しているのであるから無用の規定 とも言え

る。 したがって,国 家が交戦国として国際法

上有する各種の権利 と解するのが妥当な見解

であろう(7)。

国家の行為 は,同 一の行為であっても,平

時(inpeacetime)と 戦時(inwartime)と で

は法的評価が異なる場合がある。

平時において隣国の領空に自国機を侵入 さ

せる行為は,領 空侵犯 となり,国 際違法行為

を構成 し加害国に国家責任が発生 し,国 家責

任の解除を行わなければならない。戦時にお

いてはかかる行為は,も とより領空侵犯 とは

ならず,国 際法上なんらの問題 も発生 しない。

平時において,隣 国の領空に自国機 を侵入 さ

せ,爆 弾を投下 し人々を殺傷 し,建 造物を破

壊すればこれら一つひとつが国際違法行為 を

構成するが,戦 時においては交戦法規に違反

することがなければ合法な行為 となる。

国の交戦権は,国 家が交戦国 として平時に

は有 しない上記のような国際法上の各種の権

利である。交戦国でなければ認め られない権

利である。かかる権利 として,自 国内におけ

る敵国資産の管理,敵 国領土の占領,海 上に

おける中立国船舶の臨検 ・拿捕などがある。

以上のような権利がなければ,自 衛のため

の戦争であっても,国 家は戦争を行 うことは

できない。敵国兵の殺傷や敵国の建造物 ・空

軍機 ・軍艦などを爆撃破壊する害敵手段の行

使が国際違法行為 を構成 し,国 家責任が発生

す るとすれば,自 衛のための戦争も行 うこと

ができないことは自明のことである。

第9条2項 において国の交戦権 を否認 した

ことで,わ が国が自衛戦争を含むすべての戦

争を放棄 したものであることは間違いない。

(4)前 項の目的を達するため

第9条1項 ではっきりと放棄されている戦

争が侵略戦争のみであると解されることにつ

いては既に述べた。そして,第2項 で 「国の

交戦権」を否定 したことによって自衛のため

の戦争 も放棄 した。

第2項 の 「前項の目的を達するため」 とい

う文言 を 「国際紛争 を解決する手段 として

は」 と制限条件 に解 し自衛のための戦争は放

棄 されていないので侵略戦争の目的を達する

ため,「 陸海空軍その他の戦力は,こ れを保

持 しない」,自 衛のためであればこれ らの戦

力の保持は禁止 されていないと解することは

できない。戦力は,自 衛のためにも侵略のた

めにも用いることができるからである。国の

交戦権が認められなければ,自 衛のための戦

争 も行うことができないことについては既に

述べた。「前項の目的を達するため」 とは,

第1項 に掲げる目的を指 し,戦 力不保持 を定

めた動機 を指す(8)。わが国が全面的戦力不

保持 を宣明するからこそ 「平和 を愛する諸国

民の公正と信義に信頼 して,わ れらの安全 と

生存 を保持 しようと決意」(憲 法前文)す る

必要があったのである。

しかしなが ら,わ が国は,1950年 朝鮮動乱

を機 に警察力を捕充するとの名 目で警察予備

隊を創設し,再 軍備 をするに至った。わが国

政府の憲法第9条 に関する現行の解釈では,

個別的自衛権の場合のみ軍事力の行使が認め

られ,集 団的自衛権の場合には軍事力の行使

は認められない と解 している。また,国 連軍

については,厂国連軍の目的,任 務が武力行

使 を伴 うものであれば,自 衛隊が これに参加

することは憲法上許 されない」(1980年10月

の鈴木内閣の閣議決定による政府答弁書(g))

との解釈を堅持 してきている。

3無 差別戦争観念の台頭

国の交戦権は,国 家が他国に対 して戦争に

訴える権利 を意味 し,ま た,国 家が交戦国と
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して国際法上有する権利 を意味することがあ

る。前者の意味においては,国 権の発動たる

戦争と同意義に解 してよいであろう。

19世紀以前における国際社会には,国 家が

他国に対 して戦争に訴えても戦争が国際法上

禁止されていなかった時代 においては,神 学

者達による正戦学説の主張にもかかわらず,

実定国際法上は無差別戦争観念が支配 してい

た。悪 しき戦争は国際法上禁止されている と

いう正戦学説が正 しいとして も,諸 国家の上

位 にあって国際社会の統一的,公 的認定権 を

有する機関が存在 していて,交 戦当事国のい

ずれが正 しい戦争を行い他方が違法な戦争 に

訴 えたかを法的に判定できる制度を有 してい

ない限 り,正 戦学説は実定法上の地位を占め

ることはできなかったのである。正戦学説は

まさにこのような陥穿に陥 り,無 差別戦争観

念 が実定国際法上 の地位 を占めるに至 った

(10)・

戦争は,こ のような無差別戦争観念の支配

した時代における国家対国家の対等者間の戦

闘であった。戦争が対等者間の戦闘であった

からこそ,こ の戦争に参加することを欲 しな

い国は,こ れら両交戦国のいずれに対 して も

軍事的支援を行わず公平義務を維持すること

によって中立国として戦争の局外にとどまる

ことがで きた。中立法の生成にはこのような

淵源がある。

国際社会が初めて諸国家の戦争に訴える権

利 を一般的に規制 したのが 「契約上ノ債務 回

収 ノ為ニスル兵力使用ノ制限二関スル条約」

である(署 名1907年,効 力発生1910年)。 こ

の条約 は,「一国の政府二対シ他ノー国ノ政

府ガ其ノ国民二支払ハルヘキモノ トシテ請求

スル契約上ノ債務ヲ回収スル為二,兵 力二訴

ヘサルコ トヲ約定」(第1条)し たものであ

って,債 務回収以外の目的で戦争に訴えるこ

とは禁止されてはいなかった。

国際連盟規約(署 名1919年,効 力発生1920

年)発 効後 も,「連盟国間二国交断絶二至 ル

ノ虞アル紛争発生スル トキハ,当 該事件 ヲ仲

裁裁判若ハ司法的解決又ハ連盟理事会ノ審査

二付スヘク,且 仲裁裁判官ノ判決若ハ司法的

裁判ノ判決後又ハ連盟理事会ノ報告後3月 ヲ

経過スル迄,如 何ナル場合二於テモ,戦 争二

訴ヘサルコ トヲ約」 したのであって(第12

条),全 面的に戦争 に訴 えることを禁止 して

いたのではない。(侵 略)戦 争を全面的に禁

止 したのは,不 戦条約(署 名1928年,効 力発

生1929年)に おいてである。

国際法は,開 戦二関スル条約(1910年 効力

発生)に よって戦宣 または最後通蝶の通告な

しに戦争を開始す ることを禁 じ(第1条),

毒ガスの禁止に関するハーグ宣言(効 力発生

1900年),学 術又は慈善の用 に供 される建物

や病院船の爆撃を制限 した空戦に対する規則

(1922年 署名,未 発効)な どにみ られるよう

に,害 敵手段の行使に規制を設けてきたが,

戦争そのものに訴えることを禁止することは

なかったのである。

4国 連 軍

国際連合は,国 際の平和 と安全 を集団的に

保障することを最大の眼目として設立 された

世界的集団安全保障機構である。国連憲章は,

加盟国に対 して国際紛争の平和的解決 を義務

づけ(第2条3項,第33条1項),国 際関係

において武力による威嚇,武 力の行使 を禁止

し(第2条4項),こ のような違反 に対 し国

際連合の迅速かつ有効な行動を確保す るため

に,加 盟国は,国 際の平和及び安全の維持に

関する主要な責任を安全保障理事会に負 わせ

(第24条1項),同 理事会は国連憲章第7章 に

規定する強制措置をとることになっている。

強制措置には,非 軍事的措置(第41条)と

軍事的措置(第42条)と があるが,こ の軍事

的措置は,国 連軍によってとられるのである。

安全保障理事会は,「 国際の平和及び安全

の維持 に関する主要な責任」を負 う機関であ

る(国 連憲章第24条1項)。

一57一



世界のいずれかの地域で侵略行為が発生 し

た場合,ま ず安全保障理事会は,国 連憲章第

39条 に基 き 「平和に対する脅威,平 和の破壊

及び侵略行為の存在」を決定 し(determine),

非軍事的措置或いは軍事的措置を発動するが,

これ らの措置を発動する前 に事態の悪化 を防

ぐため,「 必要又は望ましい と認める暫定措

置に従 うように関係当事者に要請することが

できる」(第40条)。

安全保障理事会は,非 軍事的措置 を決定す

ることもで きれば(第41条),非 軍事的措置

では不十分であると認めるときは,陸,海,

空軍による軍事的措置 をとることがで きる

(第42条)。 両措置を同時にとることもあるで

あろう。

湾岸危機iにおいては,1990年8月2日 イラ

ク軍約10万 人が9時 間でクウェー トを制圧 し

たとい うが,安 全保障理事会は,そ の日の う

ちに,イ ラクのクウェー ト侵攻を国際の平和

及び安全の破壊が存在すると決定すると同時

に,イ ラクの侵攻を非難 し,イ ラク軍の即時

かつ無条件撤退を要求する暫定措置 を盛 り込

んだ決議660を 採択 した。

また,同 理事会は,8月6日 経済制裁決議

661を 採択 し,8月9日 にはイラクの クウ

ェー ト併合 を無効であると決定 し,す べての

国,国 際機関及び専門機関に対 してかかる併

合の不承認 を要請する決議662を 満場一致で

採択 した。

11月9日,こ の湾岸危機 においてそれまで

安全保障理事会が採択 してきた諸決議 をイラ

クが1991年1月15日 までに履行 しないときは,

同理事会は,国 際の平和及び安全を回復する

ために必要なあらゆる手段 をとる旨の所謂期

限付武力行使容認決議678を 採択 した。「必要

なあ らゆ る手段」(allnecessarymeans)に

は,武 力行使 をも含むことが了解されていた。

国連憲章が本来予定 している国連軍は,安

全保障理事会の発議によって,同 理事会 と加

盟国 との 間に締結 され る特別協定(specia1

agreement)に 基づいて,加 盟国が 「兵力,

援助及び便益」 を安全保障理事会に利用 させ

ることになっている(第43条)。

かかる特別協定を安全保障理事会 との間に

締結 していない加盟国は,兵 力等の提供義務

を負わない。安全保障理事会が特別協定の締

結を発議 してきて も,加 盟国は合法的にそれ

を拒否できるq1)。 国際連合設立 より半世紀

を経た今 日においても,冷 戦下でかかる特別

協定を締結 した国は1国 もないか ら,安 全保

障理事会に対 して兵力等の提供義務 を負って

いる国は存在 しない。

国連憲章が本来予定 している国連軍は,こ

のような特別協定に基づいて,同 協定の定め

る限度内で各加盟国が提供する陸,海,空 軍

によって編成され,と るべ き行動 については

安全保障理事会の命令 ・指揮 ・監督権に服す

る。

安全保障理事会の常任理事国の参謀総長ク

ラスで構成される軍事参謀委員会(第47条2

項)は,同 理事会に援助を与え戦略的指導を

行うが,同 理事会に対 して責任を負 う(第45

条,第47条3項)。 国連軍 として提供 してい

る各国部隊に対 して,派 遣国政府が命令 ・指

揮 ・監督権 を有 しないのは当然である。

湾岸危機 において,安 全保障理事会がイラ

クのクウェー ト侵攻 に対 して国際の平和及び

安全の破壊が存在する ことを決定 し(決 議

660),イ ラクに対す る経済制裁決議 を採択 し

(661),イ ラクの クウェー ト併合の無効 を決

定 した(662)段 階までは,安 全保障理事会

の侵略に対する対応は国連憲章の予定どお り

進められた。変則的型で進められたのは,武

力行使容認決議(678)以 降であって,こ の

ことが国連憲章の解釈 をめ ぐって論議 を惹起

したのである。

5国 際連合の強制行動と戦争観念

国際社会で戦争が禁止 され違法化 されると,

違法な武力行使 に訴えて侵略を行っている国
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と,そ の 反 撃 と して 自衛 権 を行 使 して い る 国

との戦 闘 は,対 等 者 間 の 戦 闘 とは い え な い 。

自衛 権 の行 使 で あ っ た か 否 か に つ い て は,国

際 機 関 に よ っ て法 的 判 断 が 下 され る 。 同様 に

して,或 い は そ れ 以 上 に違 法 な武 力 行 使 に訴

え て侵 略行 為 を行 っ て い る 国 と,国 連 憲 章 の

定 め る手 続 に従 っ て この 侵 略 行 為 を慎 圧 し国

際 の平 和 を 回復 す る た め に強 制措 置 を とっ て

い る 国 連 軍 との 問 の 戦 闘 は,対 等 者 間 の戦 争

観 念 で と ら え る こ と は で きな い(12)。 国 連 軍

は所 謂 国 際 公 権 力 の 行 使 者 と して 任 務 遂 行 に

携 わ って い る の で あ り,他 方,侵 略 国 は法 侵

犯 者 と して 国 際公 権 力 の行 使 に服 しな け れ ば

な ら ない 地 位 に あ るか らで あ る。

国 際 連 合 が侵 略 国 に対 して 強 制 措 置 を行 使

して い る場 合,国 連 軍 に 自国 の 兵 力 を提 供 し

て い ない 加 盟 国 で あ っ て も,そ の国 は法 的 に

は 中 立 の 地 位 に あ る とは言 え な い。 こ の よ う

な場 合,す べ て の 加 盟 国 は,国 際 連 合 に あ ら

ゆ る援 助 を 与 え,か つ,強 制 行 動 の対 象 と な

って い る 国 に対 して は援 助 の 供 与 を慎 まな け

れ ば な ら な い 義 務 を 負 っ て い る か ら で あ る

(国連 憲 章 第2条5項)。 安 全 保 障 理 事 会 が 非

軍 事 的 措 置 を命 令 す れ ば,各 加 盟 国 は そ の よ

う な措 置 に従 わ な け れ ば な ら な い義 務 が あ る 。

この よ う に,国 際 連 合 が 侵 略 国 に対 して 強 制

措 置 を行 使 して い る場 合,中 立 の介 在 す る余

地 は全 ぐな い(13)。

国 連 憲 章 は,国 連 軍 と そ の制 裁 の対 象 と な

っ て い る侵 略 国 軍 との 戦 闘 を対 等 者 間 の 戦 闘

で あ る戦 争 観 念 で と ら え て は い な い 。 「強 制

行 動 」(enforcementaction)(第2条5項),

厂国 際 的 強 制 行 動 」(internationalenforce-

mentaction)(第45条),「 国 際 の 平 和 及 び安

全 の維 持 又 は 回復 に必 要 な 空 軍 ・海 軍 又 は 陸

軍 の 行 動 」(air,orlandforcesasmaybe

necessarytomaintainorrestoreinternational

peaceandsecurity)(第42条)と 呼 稱 さ れ て

い る の で あ っ て,戦 争 とい う用 語 は用 い られ

て は い な い 。

既に見たように,わ が国憲法が禁止 してい

るのは,無 差別戦争観念の支配 した時代の国

対国 レヴェルの対等者間の戦争であるので,

わが国の兵力を国連軍 として派遣 ・参加 させ

ることは理論上は禁止されていない というべ

きである。

法的観点からして,国 際連合による強制措

置の行使は,侵 略行為を行 ってはならないと

いう法規範の侵犯について責任を負 うべ き侵

略国に対 して向けられる国際社会の統一的な

法執行行為であるか ら,戦 争 とは峻別 されな

ければならないことは当然である。

こうした見解 は,つ とにガーニシキンなど

によって主張 されていた(14)。彼は,永 世 中

立国の国際連合の強制措置参加に関して,要

旨次のように述べている。すなわち,国 連軍

の侵略国に対する強制措置は,厳 密には国家

間の対等者間の戦闘である戦争ではな く,平

和擁護のための侵略者 に対する国際機構側か

らの集団措置であるから,中 立国が国際連合

の軍事的制裁措置に参加することは国連加盟

国としての地位 と両立すると言 うのである。

このような見解は,国 際連合の強制措置と戦

争の峻別なくしては成 りたたない帰結である。

憲法第9条 に関す る小沢調査会答 申(15)の

解釈 によれば,国 連憲章第43条 に基 く国連軍

の実力行使 は,「国際の平和 ・回復」 という

目的に沿ったものであるか らわが国がかかる

国連軍に兵力を提供 して も,第9条 の禁止す

る 「国際紛争解決手段 としての戦争 ・武力行

使」には該当せず,憲 法には抵触 しない と考

えられるとする(16)。

これまでの政府解釈では,第9条 は自衛の

ための必要最小限度の実力行使 は許されるが,

それ以外の実力行使,侵 略の対象となってい

る国に対 して集団的自衛権 を行使 として他国

防衛のために実力行使をすること,ま た,国

際連合にわが国が軍隊を提供 して軍事的強制

措置に参加することも,憲 法の禁止する武力

行使に当 り許されないとする解釈 と真っ向か
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ら対立する。

憲法第9条 が放棄 しているのは 「国権の発

動たる戦争」(warasasovereignrightofthe

nation)で あ り,「国際紛争 を解決する手段

と して」(asmeansofsettlinginternatinal

dispute)の 戦争だけにとどまらず 「国の交

戦権」(therightofbelligerencyofthestate)

をも全面的に否定 したものである。

このような憲法を有するわが国が,小 沢調

査会答申の解釈のように,国 連憲章が本来予

定 している国連軍にわが国の兵力を提供 し,

国際連合の強制措置の発動に参加 させること

ができるであろうか。

国連憲章が予定する本来の国連軍にわが国

が兵力を提供 し国際の平和を維持 し回復する

ために貢献することは,憲 法前文の平和主義

にも合致 し,ま た,国 連軍に対する命令 ・指

揮 ・監督 権は平和維持に主たる責任 を負 う15

か国から成る合議体の安全保障理事会が有 し

ていてわが国政府にはないか ら,こ のような

国連軍にわが国の兵力を参加させても 「政府

の行為によって再び戦争の惨禍が起 る」(憲

法前文)危 険性 はない。

湾岸危機勃発の年の8月26日,小 沢 自由民

主党幹事長は海部首相 との会談で,多 国籍軍

は事実上の国連軍といえる。国連中心主義が

日本外交の旗印というのなら,こ れに最大限

の支援をするのは当然と,自 衛隊を派遣す る

よう決断を迫ったという(17)。

以上の小沢調査会答 申の解釈は,理 論的 に

は間違ってはいないと思 われる。多国籍軍派

遣についての解釈について も,同 様のことが

言えるであろう。

しかし,国 際連合の集団安全保障体制下の

強制措置 と戦争が理論上峻別できても,多 数

の国家がそのような法意識 を有 し,国 際諸機

構においても,そ の ような解釈に基いた運用

が実際になされているか否かという問題が残

る。また,わ が国の憲法解釈 にあたっては,

わが国国民にかかる法意識が存在 しているこ

とが必要であろう。

顕著な例を挙げれば,1920年 に発効 した国

際連盟規約は,初 めて普遍的な集団安全保障

体制を確立したものであるが,同 規約におい

ては,国 家相互間の戦争 も,国 際連盟が行う

集団的軍事制裁措置の行使による侵略国との

戦闘 も,共 に対等者間の 「戦争」観念でとら

えられていた。すなわち,同 規約第16条 には

「約束を無視シテ戦争二訴ヘ タル連盟国ハ
,

当然他ノ総テノ連盟国二対シテ戦争行為 ヲ為

シタルモノ ト看做ス」 と規定 していたのであ

る。

また,国 際連合が設立されて半世紀 を経 た

今 日においても,ス イスはいまだに国際連合

の加盟国にはなっていないが,そ の理由は国

際連合の強制措置を 「戦争」行為 としてとら

え,国 際連合の加盟国になれば国際連合の強

制措置発動に際 して中立法上の義務 と抵触す

るとの考えによるものである。同国が国際連

合の加盟国になれば,国 連憲章第42条 に定め

る国連軍の軍事的制裁措置に自国の意思に反

して安全保障理事会から参加を命 じられるこ

とはないが,非 軍事的制裁措置については,

特別協定を媒体 としないで直接的に措置をと

るよう命令されることがあるか らである(18)。

スイスは,ガ ーニシキンの見解のように,国

際連合の侵略国に対する強制措置は国対国の

対等者間の戦闘である戦争 とは異なっている

とは考えてはいず,こ のような場合,侵 略国

に対 して安全保障理事会の命令を実施 して非

軍事的措置 をとることは,永 世中立の地位 と

抵触 しないという見解を有 してはいないので

ある。

永世中立国オース トリアは,1955年 に永世

中立国になり,そ の年のうちに国際連合の加

盟国となったが,非 軍事的制裁措置の発動が

中立義務 との矛盾抵触 をきたさないとの考え

か らではない。

同国の専門家達によれば,同 国が永世中立

国であることを承知の上で国連加盟が承認さ
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れたのであるから,安 全保障理事会は同国の

中立義務違反 となるような措置を命 じること

がで きないとい うような見解が多い(1g)。こ

のような見解 には国連憲章第103条 の憲章義

務の優先規定があるので賛成できないが(20),

いずれにしてもこのような見解は,国 際連合

の制裁措置 と戦争 を峻別 したものでないこと

は確かである。国際連合の強制措置が法侵犯

国に対する所謂国際公権力の発動 として行わ

れるものであるとの認識に立てば,中 立義務

との抵触問題は起 ることはないのである。

このように見て くると,実 際には諸国 も,

専門家においても,法 侵犯 に対 して責めを負

うべ き侵略国に対する国際連合の法執行行為

については,い まだに戦争観念から抜け切 っ

た法意識を有 していないことがわかる。

6湾 岸危機 における多国籍軍の

法的性格

湾岸危機に関する安全保障理事会の最初の

決議660が イラクのクウェー ト侵攻非難 と無

条件かつ即時撤兵を14対0,投 票不参加1で

採択 していることが示 しているように,イ ラ

クの行動は明白かつ典型的な侵略行為であっ

た。国際連合の集団安全保障体制下で,一 国

が他の主権国を併呑 してしまうという行為 は

類例 を見ない。

湾岸危機 において出動 した所謂多国籍軍 は,

安全保障理事会の命令で加盟諸国が特別協定

に基いて提供 した軍隊ではなかった。安全保

障理事会 と加盟国 との間に特別協定は今 日ま

で一件も締結されてはいないので,現 時点で

は安全保障理事会が加盟国に対 して法的に拘

束力ある 「決定」によって兵力の提供を命 じ

ることは不可能である。 しか し,特 別協定が

ない場合にも,安 全保障理事会は勧告によっ

て加盟国の自発的意思 に依拠 した兵力の提供

を要請 し,国 連軍を編成することは可能であ

る。

1950年 朝鮮動乱が勃発 したとき,6月25日

米代表は緊急安全保障理事会の開催 を要求 し,

以下のような決議案 を提 出した。

北朝鮮軍の大韓民国に対する武力攻撃は平

和の破壊を構成するものであると決定 し,敵

対行為の即時停止,北 朝鮮軍の38度線 までの

即時撤退を要請 し,す べての加盟国に対 して

国際連合にあらゆる援助を与え,か つ,北 朝

鮮当局への援助の供与を慎むよう要請すると

いうものであった。表決の結果,こ の決議案

は9対0,棄 権1で 採決された。

6月27日 に開催 された安全保障理事会にお

いては,北 朝鮮の武力攻撃を撃退 し,該 地域

における国際の平和 と安全を回復するために

必要な援助を大韓民国に供与するよう勧告す

るとい う決議案が,7対1,棄 権2で 採択 さ

れた。

朝鮮動乱においては,こ の勧告決議 によっ

て国際連合が軍事的強制措置をとることにな

ったのであるが,7月7日 の安全保障理事会

決議で,兵 力,そ の他の援助を供与するすべ

ての加盟国に対 してこれらの兵力,そ の他の

援助 を米統一司令部 に提供するよう勧告 し

(第2項),ア メリカに対 してかかる軍隊の司

令官 を任命するよう要請 し(第4項),強 制

措置参加国の国旗と国連旗の併用 を許可 した

(第5項)(7対0,棄 権3,欠 席1(ソ 連

邦))。

朝鮮国連軍の創設については,そ の性格や

国連憲章の手続上の問題点があるが,上 述の

ように,安 全保障理事会が設置 し,命 令 ・指

揮 ・監督権 を米統一司令部に委ね,か かる軍

隊の指令官任命 もアメリカに委ね,ま た,軍

隊の国連旗使用 についても安全保障理事会が

許可 したのである。そしてその名稱も,一 般

に国連軍 と呼稱 された。朝鮮国連軍は多国籍

軍 と比較すると著 しく異なっている。

湾岸危機 における多国籍軍は,安 全保障理

事会 の武力行使容認決議678に 基いて,各 加

盟国が自発的に該地域に派遣 した軍隊であり,

各々の国の軍隊は自己の政府の命令 ・指揮 ・
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監督権 に服 していて,安 全保障理事会はもと

より他のいずれの国際連合の機関もかかる統

一的指揮権を有 してはいなかった。安全保障

理事会 は多国籍軍総司令官の任命 も行 うこと

なく,国 連旗の使用 も許可することな く,国

連軍 と呼稱されることもなかった。

僅かに,安 全保障理事会が多国籍軍に対 し

て規制 を設けたのは,「 イラクが1991年1月

15日 までに 決議 を履行 しない場合に

は,必 要なあらゆる手段を行使する

ことを………加盟国に許可する」(決 議678)

としたことにより,期 限到来以前における加

盟国の強制行動を禁 じたのみである。

また 「関係諸国に対 して,・本決議第2項 及

び第3項 に従ってとられる行動の進展 につ き

安全保障理事会に定期的に通知 し続けるよう

要請する」(第4項)こ ととされていた。実

際同理事会は戦闘の状況について定期的に報

告を受けていた という(21)。

安全保障理事会の武力行使容認決議 に基い

て,そ れを自発的意思により受諾 した個 々の

加盟国の軍隊に対 して国際連合はなんらの統
一的指揮権 も有することなく

,そ の軍事行動

を個々の派遣国に委ねておくことが国連憲章

上可能であるか否かについては明文の規定は

ない。

国際の平和 を維持 しまたは回復するための

今次の多国籍軍の創設は,極 めて変則的な手

続 によるものであ り,ま た,こ の法的性格 も

広義においても国連軍とは到底言い難いもの

であった。 しかし,国 際連合の平和維持機能

が過度期にある現状では止むを得ないことで

あったか もしれない。けだし,多 国籍軍の強

制行動がなければ,イ ラクはクウェー ト併合

の果実を永久に享受 し続 けたであろうか らで

ある。国連憲章上多国籍軍の設置 と抵触す る

規定はな く,終 極的には,国 際連合の第一の

目的である侵略行為 を鎮圧するための集団的

措置は功 を奏 したのである。

米大統領にとっては,「 国際警察軍」の創

設を指示 した安全保障理事会の授権決議に従

って米軍隊を展開する権限をもつ端初 となっ

たのが朝鮮国連軍であった(22)。

ソ連邦 は,当 初か らアメ リカが主導する

「多国籍軍」 に対 して 「国連軍」 の下での行

動 に固執 してきた(23)。国連軍であればソ連

邦も自国の軍隊を供与するとも述べた。安全

保障理事会の勧告決議によって国連軍が創設

されなかったことは残念なことである。アメ

リカは多国籍軍創設によって,一 方では,安

全保障理事会の武力行使容認決議 という国際

連合の権威の錦の御旗を得,他 方においては,

自国軍使用 についてのフリー ・ハ ンドを持っ

たとの批判 を免れないかもしれない。

しか し,安 全保障理事会は国連憲章の定め

る手続に従 って正式に違法性の公的,統 一的

認定を行い,国 際の平和 と安全 を回復するた

めにイラクに対 して経済制裁措置をとった上

で,加 盟国に対する武力行使容認決議 に基い

て強制措置 をとったことにより,ク ウェー ト

は解放 され,主 権を回復 したのである。

多国籍軍は安全保障理事会の命令 ・指揮 ・

監督権に服 してはいなかったが,そ の行動は

国際社会の正式の授権 に基いた法執行行為的

性格 を帯び,こ れに反 してイラクのそれは前

者の行為に服 しなければならない法侵犯者の

行為であった。 したがって,多 国籍軍 とイラ

ク軍 との戦闘は,無 差別戦争観念の支配した

時代の対等者間の戦闘である戦争観念でとら

えることはできないのである。

筆者が本稿の標題 にわが国で一般的に用い

られている 「湾岸戦争」 という用語(24)を敢

えて避 け,「湾岸危機」 としたのも以上のよ

うな認識 にお いてで あ る。英語論 文 では
"Th

eGulfWar"と 書 か れ て い た り"the

GulfCrisis"と 書かれた りして専門家の問に

も用語の統一性は見 られない。

憲法第9条 に関する小沢調査会答 申で国際

連合の強制行動 と戦争を峻別 した解釈 を行っ

たことは,理 論的には正 しいけれども,実 際
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には,既 に述べ たように,国 際連合の軍事的

強制措置 と戦争を峻別する法的認識が一般化

しているわけではない。

長い間続いた東西冷戦の時代,国 際の平和

維持に主たる責任を負 う安全保障理事会が拒

否権の行使 によってしばしば機能麻痺に陥っ

た結果,軍 事的強制措置の発動が例外的にし

か行われなかったことから,か かる法的認識

の醸成を妨げる大 きな要因になったと考えら

れる。

いずれにせよ,か かる法的認識が一般化 し

ていない現段階では,わ が国が国連軍参加の

部隊を提供することには憲法上問題があるで

あろう。

多国籍軍型への派遣 については,な お更で

ある。

小沢調査 会答申では,「少な くとも国連の

権威の下にあり,国 際的な合意に基づ く他国

籍軍であれば,さ しあたり資金 ・物質面での

支援を行 うとともに,実 力行使を伴わない医

療 ・輸送 ・環境保全 などの人的協力を進める

べ きであろう。それを超えた人的協力を行 う

べ きか否かについては,ど の程度の数の国が

参加 し,そ こでの意思決定がどのように行 わ

れるか等,多 国籍軍の性格や機能を十分 に検

討 した上で判断すべ きものと考えられる」 と

している。

このような見解は,憲 法解釈上わが国の多

国籍軍型の軍隊への部隊派遣は,派 遣国数や

人的協力のあ り方などにかからしめてはいる

ものの,原 則的には禁止 されてはいないとの

前提 に立った上で,派 遣するか否かは政策論

の問題 として述べているように思われる。

米政府の見解は,上 記の見解を更に一歩進

めた肯定的なものである。米政府筋の見解で

は,日 本の支援策 は,安 全保障理事会の決議

に基 く国際行動の一環 として位置付けられる

べきだ とし,個 人的見解 と断 りながら,自 衛

隊のペルシャ湾岸派遣は平和憲法下でも可能

で,将 来,日 本は少な くとも国連平和維持軍

に参加すべ きだ との考えを示 している(25)。

この ような見解も,国 際連合の軍事的強制行

動 と戦争 とを全 く異った観念で把えているこ

とは間違いない。

湾岸危機 に出動 した多国籍軍の法的性格は,
一般に本来の国連軍の強制行動 と集団的自衛

権に基 く行動の中間的なもの と位置付 けられ

ている。湾岸危機の一連の決議では,安 全保

障理事会が 「国連憲章第7章 の下で行動」 し

ている ことを繰 り返 しなが らも,他 方決議

661前 文で 「国連憲章第51条 に従ってイラク

のクウェー トに対する武力攻撃に対 して個別

的又は集団的自衛の固有の権利」にも軍事行

動の根拠 を求めている。

他国籍軍の軍事行動が国際連合の強制措置

であるのか,加 盟国の集団的 自衛権に基 くも

のであるのかについて,田 中忠教授は,憲 章

上 自衛権の行使には 「安全保障理事会が国際

の平和及び安全の維持に必要な措置 をとるま

での問」という限定があ り,多 国籍軍 の派遣

そのものが集団的自衛に基 くものであっても,

決議678で 安全保障理事会 が先行 決議 の受

諾 ・履行をイラクに迫るための 「必要なあら

ゆる手段をとること」を許可 した時点で,そ

の法的位置づけは変化 したと見るべ きである

と述べている(26)。正鵠を射 た見解であると

思われる。

尾 崎重義教授は,「安全保障理事会 は,こ

の事件に対 して,自 らの軍事力 によってでは

ないが,敏 速かつ果断に行動 し,冷 戦下では

考えられないような 『見事な』成果を挙げた。

しか も,そ れは大体において,憲 章第7章 に

合致するものであった」 と賞讃 している(27)。

松井芳郎教授の見解 と対照的である(28)。

多国籍軍の軍事行動は,国 連軍による軍事

的制裁措置ではないが,国 連憲章に従ってと

られた安全保障理事会の軍事的強制措置であ

った。この見解に与 しない人であっても,国

連憲章第51条 に基 く集団的自衛権の行使要件

が充足 されていたことは疑いの余地はないか
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ら,多 国籍軍の軍事行動が国連憲章に違反 し

たものであるということはできない。

わが国の国連軍への部隊派遣は,国 際連合

の軍事的強制措置が侵略者に対する法執行行

為であ り戦争 とは次元の異なるものであると

の法的認識が醸成されるような国内 ・国際環

境が現出するよう努力 した上で行 うべ きであ

ろう。

他国籍軍型の部隊派遣については,一 部の

諸国の恣意的軍事行動の可能性を排するため,

正規の国連軍 として派遣で きるよう尽力すべ

きであろう。
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